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職
場
に
お
け
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
関
す
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
類
型

山

﨑

文

夫

一

は
じ
め
に

事
業
主
に
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る
雇
用
管
理
上
の
措
置
義
務
を
課
す
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
一
一
条
は
、
Ｌ

Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
々
も
、
そ
の
対
象
と
す
る
。
し
か
し
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
関
す
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
具
体
的
類
型
は
、
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
く
、
職
場
に
お
け
る
対
応
と
法
理
構
築
に
は
困
難
が
伴
う
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
こ
れ
に
関
す
る
わ
が
国
の
法
令
・
判
例
等
の
現
状
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
組
合
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
労
働
組
合
会

議
（T

rade
U
nion

C
ongress=

T
U
C

）
の
二
〇
一
九
年
調
査
報
告
書
「
職
場
に
お
け
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
々
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス

目
次

一
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じ
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に

二

わ
が
国
の
現
状

三

イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
会
議
二
〇
一
九
年
調
査
報
告
書

四

む
す
び
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メ
ン（
1
）ト」
を
検
討
し
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
具
体
的
類
型
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
な
る
調
査
研
究
の
必
要
を
示
す
も
の

で
あ
る
。

二

わ
が
国
の
現
状

1

法
令

こ
の
問
題
に
関
わ
る
わ
が
国
の
労
働
法
令
は
、
定
義
が
不
統
一
で
あ
る
。

均
等
法
一
一
条
は
、
同
条
二
項
に
基
づ
く
指（
2
）針で
、「
職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
は
、
同
性
に
対
す
る
も
の
も

含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
被
害
を
受
け
た
者
（
…
…
）
の
性
的
指
向
又
は
性
自
認
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
者
に
対
す
る
職
場
に
お

け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
も
、
本
指
針
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。」
と
す
る
が
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
関
す
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
具
体
的
類
型
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

人
事
院
規
則
一
〇
―
一
〇
（
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
）
は
、「
人
事
院
規
則
一
〇
―
一
〇
（
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
）
の
運
用
に
つ
い
て
（
通（
3
）知）」で
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
性
的
言
動
）
と
は
、
性
的
な
関
心
や
欲

求
に
基
づ
く
言
動
を
い
い
、
性
別
に
よ
り
役
割
を
分
担
す
べ
き
と
す
る
言
動
、
す
な
わ
ち
性
別
に
基
づ
く
い
わ
ゆ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
も
含
ま
れ
る
と
し
て
お
り
、
性
的
性
質
を
有
す
る
言
動
に
限
定
す
る
均
等
法
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義
（
狭

義
）
と
は
異
な
る
定
義
（
広
義
）
を
採
用
す
る
が
、
同
通
知
別
紙
1
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
な
り
得
る
言
動
と
し
て
、

「
性
的
指
向
や
性
自
認
を
か
ら
か
い
や
い
じ
め
の
対
象
と
す
る
こ
と
。」
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
行
為
類
型
は
明
ら
か
で
は

な
い
。
人
事
院
規
則
一
〇
―
一
六
（
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
）
も
、「
人
事
院
規
則
一
〇
―
一
六
（
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
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ト
の
防
止
等
）
の
運
用
に
つ
い
て
（
通
知
）」別
紙
1
で
、
性
的
指
向
又
は
性
自
認
に
関
す
る
偏
見
に
基
づ
く
言
動
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
す
る
が
、
職
務
に
関
す
る
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
う
し
た
言
動
は
、
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
に
も
該
当
す
る
と
す
る
。

事
業
主
に
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る
措
置
義
務
を
課
す
労
働
施
策
総
合
推
進
法
三
〇
条
の
二
に
基
づ
く
指
針
2（
4
）⑺は
、

優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
す
る
職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
例
を
示
し
、「
ロ

精
神
的
な
攻

撃
（
脅
迫
・
名
誉
毀
損
・
侮
辱
・
ひ
ど
い
暴
言
）
／
（
イ
）
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
例
／
①
人
格
を
否
定
す
る
よ
う
な
言
動
を
行
う
こ

と
。
相
手
の
性
的
指
向
・
性
自
認
に
関
す
る
侮
辱
的
な
言
動
を
行
う
こ
と
を
含
む
。」
と
し
、「
へ

個
の
侵
害
（
私
的
な
こ
と
に
過
度
に

立
ち
入
る
こ
と
）」に
該
当
す
る
例
と
し
て
「
労
働
者
の
性
的
指
向
・
性
自
認
や
病
歴
、
不
妊
治
療
等
の
機
微
な
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
当

該
労
働
者
の
了
解
を
得
ず
に
他
の
労
働
者
に
暴
露
す
る
こ
と
。」
を
挙
げ
る
。
本
人
同
意
の
な
い
個
人
情
報
開
示
は
、
後
述
の
よ
う
に
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
当
た
る
。

2

判
例

わ
が
国
で
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
関
す
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
公
刊
判
例
は
少
な
く
、
そ
こ
に
現
れ
た
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
類
型
も
少
な
い
。
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
が
被
害
者
の
も
の
、
行
為
者
の
も
の
等
が
あ
る
。

⑴

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

身
体
接
触
・
強
制
わ
い
せ
つ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
雇
用
の
も
の
で
は
な
い
が
、
神
戸
市
内
の
飲
食
店（
条

例
上
公
共
の
場
所
）
で
、
性
同
一
性
障
害
と
診
断
さ
れ
、
長
髪
で
女
性
用
衣
服
を
身
に
着
け
た
被
害
者
の
膨
ら
ん
だ
胸
部
を
着
衣
の
上
か

ら
つ
か
ん
だ
知
人
被
告
人
男
性
の
行
為
を
兵
庫
県
迷
惑
防
止
条
例
の
「
人
に
対
し
て
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
卑
わ
い
な
言
動
」
に
当

た
る
と
し
た
も
の
が
あ
る
（
兵
庫
県
迷
惑
防
止
条
例
違
反
被
告
事
件
・
大
阪
高
判
平
三
〇
・
一
・
三
一L

E
X
/D
B
25549755

（
5
））。
原
告
外
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国
人
男
性
講
師
が
、
授
業
中
、
被
告
男
子
大
学
生
か
ら
臀
部
を
触
ら
れ
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、

被
告
学
生
に
慰
謝
料
一
〇
万
円
の
支
払
い
を
命
じ
、
被
告
学
園
に
は
、
不
十
分
な
調
査
に
よ
っ
て
行
為
は
な
か
っ
た
と
結
論
を
下
し
た
措

置
は
、
労
働
契
約
上
の
義
務
に
違
反
す
る
と
し
て
八
〇
万
円
の
支
払
い
を
命
じ
た
も
の
が
あ
る
（
学
校
法
人
Ｍ
学
園
ほ
か
（
大
学
講
師
）

事
件
・
千
葉
地
松
戸
支
判
平
二
八
・
一
一
・
二
九
労
働
判
例
一
一
七
四
号
七
九
頁
）。
ま
た
、
男
性
に
対
す
る
性
的
嗜
好
を
有
す
る
少
年

鑑
別
所
法
務
教
官
男
性
が
後
輩
教
官
男
性
に
行
っ
た
直
接
陰
茎
を
握
る
な
ど
の
強
制
わ
い
せ
つ
等
の
性
的
行
為
の
強
要
及
び
暴
行
が
不
法

行
為
に
当
た
る
こ
と
は
明
ら
か
と
し
た
も
の
が
あ
る
（
損
害
賠
償
請
求
事
件
・
神
戸
地
判
平
二
九
・
三
・
七L

E
X
/D
B
25545388

。

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
り
患
に
よ
る
逸
失
利
益
六
五
九
万
円
余
、
慰
謝
料
二
〇
〇
万
円
、
弁
護
士
費
用
八
六
万
円
合
計
九
四
五
万
円（
6
）余）。

他
方
、
性
同
一
性
障
害
元
男
性
が
、
診
察
の
際
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
を
理
由
に
、
埼
玉
医
科
大
学
の
医
師
に
対
し
損

害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
訴
（
前
提
事
件
）
し
た
が
、
医
師
が
患
者
の
胸
を
触
診
し
た
り
、
顔
写
真
を
撮
影
し
た
こ
と
は
診
察
行
為
等
と
し

て
な
さ
れ
た
も
の
で
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
ら
な
い
な
ど
と
し
て
敗
訴
・
確
定
し
た
後
、
患
者
は
、
自
己
の
主
張
が
事

実
的
根
拠
を
欠
く
こ
と
を
知
り
な
が
ら
あ
え
て
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
部
分
の
提
訴
に
及
ん
だ
も
の
で
、
不
当
提
訴
と
し
て
不

法
行
為
責
任
を
負
う
と
し
た
も
の
が
あ
る
（
損
害
賠
償
請
求
事
件
・
東
京
地
判
平
一
七
・
三
・
一
四
判
例
時
報
一
八
九
三
号
五
四
頁
、
賠

償
額
三
三
〇
万
円
）。

言
葉
に
よ
る
も
の
に
は
、
狭
義
又
は
広
義
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
る
も
の
が
あ
る
が
、
上
司
が
部
下
に
ホ
モ
と
あ

だ
名
を
つ
け
て
同
性
愛
者
で
あ
る
か
の
よ
う
な
話
題
で
他
の
従
業
員
と
と
も
に
か
ら
か
い
、
同
性
愛
者
で
あ
る
よ
う
な
揶
揄
す
る
イ
ラ
ス

ト
を
作
成
し
従
業
員
に
示
す
な
ど
し
た
行
為
は
、
不
法
行
為
を
構
成
す
る
と
し
た
も
の
が
あ
る
（
損
害
賠
償
請
求
事
件
・
東
京
地
判
平

二
八
・
五
・
九L

E
X
/D
B
25536098

、
私
的
依
頼
と
併
せ
て
慰
謝
料
三
〇
万
円
）。
他
方
、
同
僚
ｋ
が
、
他
の
女
性
職
員
を
さ
ん
付
け
で

呼
び
、
原
告
性
同
一
性
障
害
男
性
の
み
を
君
付
け
で
呼
び
続
け
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
君
と
い
う
呼
び
方
は
、
一
般
的
に
同
輩
や
目
下
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の
人
の
姓
名
に
付
け
て
親
し
み
や
軽
い
敬
意
を
表
す
語
で
あ
り
、
女
性
に
も
使
い
得
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
加
え
、
ｋ
は
、

経
産
省
内
に
お
い
て
原
告
の
名
前
変
更
手
続
前
か
ら
、
原
告
と
と
も
に
同
じ
部
署
に
在
籍
し
、
原
告
を
君
付
け
で
呼
ん
で
い
た
こ
と
な
ど

に
照
ら
す
と
、
ｋ
が
、
他
の
女
性
職
員
を
さ
ん
付
け
で
呼
ぶ
一
方
で
、
原
告
の
こ
と
を
君
付
け
で
呼
ん
で
い
た
時
期
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

直
ち
に
ｋ
が
原
告
の
性
自
認
を
否
定
す
る
よ
う
な
趣
旨
で
そ
の
よ
う
な
敬
称
を
用
い
て
い
た
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
こ
と
が
原
告

に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
で
あ
っ
た
と
も
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
ｋ
が
原
告
を
君
付
け
で
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
原
告
の
人

格
権
を
侵
害
し
た
り
、
原
告
に
対
す
る
人
事
院
規
則
上
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
い
う

こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
も
の
が
あ
る
（
経
済
産
業
省
事
件
・
東
京
地
判
令
元
・
一
二
・
一
二
労
働
経
済
判
例
速
報
二
四
一
〇
号
三
頁
）。

同
判
決
は
、
原
告
の
処
遇
を
め
ぐ
る
面
談
に
お
け
る
医
師
、
上
司
の
発
言
に
つ
い
て
、
そ
の
経
緯
等
に
照
ら
し
て
、
原
告
の
人
格
権
を
侵

害
し
た
り
、
原
告
に
対
す
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。

業
務
指
導
・
業
務
命
令
・
服
務
規
律
に
関
わ
る
も
の
も
、
観
念
的
に
同
様
で
、
上
司
Ｃ
が
、
テ
レ
フ
ォ
ン
ア
ポ
イ
ン
タ
ー
と
し
て
採
用

さ
れ
た
原
告
に
対
し
、「
人
の
目
を
見
て
話
す
よ
う
に
。」
等
と
業
務
指
導
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
原
告
は
体
調
不
良
を
理
由
に
欠
勤
を
繰

り
返
し
た
こ
と
、
勤
務
状
況
に
問
題
が
あ
り
改
善
の
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
、
Ｃ
の
指
導
は
上
司
と
し
て
通
常
の
指
導
の
範
囲
内
と
評
価

で
き
る
の
に
対
し
、
原
告
は
こ
れ
を
「
ゲ
イ
バ
ッ
シ
ン
グ
」
と
曲
解
し
て
以
後
の
会
話
を
拒
絶
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
上
記
各
事
実
に

よ
れ
ば
、
原
告
の
勤
務
意
欲
は
乏
し
く
、
他
者
と
の
協
調
性
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
良
の
程
度
も
著
し
く
、
上
司
の
指
導
に
よ
る

教
育
改
善
の
見
込
み
も
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
原
告
が
被
告
従
業
員
と
し
て
の
資
質
、
適
格
性
に
欠
け
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ

る
か
ら
、
試
用
期
間
中
の
解
雇
に
は
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
が
あ
り
、
社
会
通
念
上
も
相
当
で
あ
る
と
し
た
も
の
が
あ
る
（
地
位
確
認

等
請
求
事
件
・
東
京
地
判
平
二
七
・
四
・
一
七L

E
X
/D
B
25540376

）。ま
た
、口
頭
弁
論
期
日
に
女
装
で
出
頭
し
た
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
の
パ
ー
ト
労
働
者
原
告
は
、
勤
務
中
男
性
の
格
好
を
し
、
被
告
会
社
に
特
段
の
配
慮
を
求
め
た
こ
と
が
な
い
と
し
、
被
告
が
資
材
積
み
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下
ろ
し
等
の
力
仕
事
を
さ
せ
た
こ
と
は
、
労
働
契
約
の
内
容
（
そ
の
他
会
社
の
指
示
す
る
業
務
）
と
異
な
る
業
務
に
従
事
さ
せ
た
と
は
認

め
ら
れ
な
い
と
し
た
も
の
が
あ
る
（
Ｈ
社
事
件
・
鳥
取
地
米
子
支
判
平
二
九
・
五
・
一
二
労
働
判
例
一
一
六
一
号
六
二
頁
）。

な
お
、
会
社
に
よ
る
タ
ク
シ
ー
乗
務
員
性
同
一
性
障
害
債
権
者
男
性
に
対
す
る
化
粧
禁
止
及
び
禁
止
違
反
を
理
由
と
す
る
就
労
拒
否
に

つ
い
て
、
Ｃ
渉
外
担
当
が
「
気
持
ち
悪
い
」
な
ど
と
述
べ
た
よ
う
に
一
部
の
者
を
し
て
当
該
外
見
に
対
す
る
違
和
感
や
嫌
悪
感
を
覚
え
さ

せ
る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
臨
床
的
特
徴
と
し
て
外
見
を
可
能
な
限
り
性
自
認
上
の
性
別
で
あ
る
女
性
に
近
づ

け
女
性
と
し
て
社
会
生
活
を
送
る
こ
と
は
自
然
か
つ
当
然
の
欲
求
で
あ
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
性
同
一
性
障
害
者
で
あ

る
債
権
者
に
対
し
て
も
、女
性
乗
務
員
と
同
等
に
化
粧
を
施
す
こ
と
を
認
め
る
必
要
性
が
あ
る
と
す
る（
Ｙ
交
通
事
件
・
大
阪
地
決
令
二
・

七
・
二
〇
労
働
経
済
判
例
速
報
二
四
三
一
号
九（
7
）頁）。

⑵

ア
ウ
テ
ィ
ン
グ

上
記
労
働
施
策
総
合
推
進
法
指
針
の
い
う
、
性
的
指
向
・
性
自
認
の
機
微
な
個
人
情
報
に
つ
い
て
当
該
労
働
者
の
了
解
を
得
ず
に
他
の

労
働
者
に
暴
露
す
る
こ
と
を
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
（outing·disclosing

）
と
い
う
。
そ
れ
は
、
観
念
的
に
狭
義
又
は
広
義
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
る
。

最
近
の
判
例
は
、
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
を
人
格
権
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
侵
害
と
す
る
が
（
損
害
賠
償
請
求
事
件
・
東
京
高
判
令
二
・
一
一
・

二
五
未
公
刊
）、
従
来
か
ら
同
和
問
題
に
関
す
る
本
人
の
同
意
を
得
な
い
公
開
は
、
原
告
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
と
し
（
損
害
賠

償
等
本
訴
請
求
、
損
害
賠
償
等
反
訴
請
求
事
件
・
高
知
地
判
平
四
・
三
・
三
〇
判
例
時
報
一
四
五
六
号
一
三
五
頁
）、
原
告
が
在
日
韓
国

人
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
多
く
の
従
業
員
の
前
で
原
告
が
在
日
で
あ
る
こ
と
を
公
表
し
た
こ
と
は
、
原
告
の
自
己
決
定
権
及
び
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
権
を
侵
害
す
る
と
し
（
損
害
賠
償
請
求
事
件
・
静
岡
地
判
平
二
七
・
四
・
二
四L

E
X
/D
B
25540293

）、
い
ず
れ
も
慰
謝
料
五
〇

万
円
の
支
払
い
を
命
じ
て
い
る
。
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Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
つ
い
て
も
、
極
め
て
秘
密
性
の
高
い
情
報
で
あ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
情
報
を
第
三
者
に
み
だ
り
に
漏
洩
し
た
場
合
は
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
し
、
慰
謝
料
三
〇
〇
万
円
の
支
払
い
を
命
じ
て
い
る
（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
解
雇
事
件
・
東
京
地
判
平
七
・
三
・

三
〇
労
働
判
例
六
六
七
号
一
四
頁
）。
ま
た
、
医
療
機
関
は
、
本
人
の
意
思
を
確
認
し
た
上
で
な
け
れ
ば
Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
検
査
を
行
っ
て
は

な
ら
ず
、
検
査
結
果
に
つ
い
て
も
秘
密
を
保
持
す
る
義
務
を
負
い
、
本
人
の
承
諾
を
得
な
い
ま
ま
本
人
以
外
の
者
に
検
査
結
果
を
知
ら
せ

た
り
す
る
こ
と
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
違
法
な
行
為
で
あ
る
と
す
る
（
Ｔ
工
業
（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
解
雇
）
事
件
・
千
葉
地
判
平
一
二
・

六
・
一
二
労
働
判
例
七
八
五
号
一
〇
頁
、
慰
謝
料
一
五
〇
万
円
）。

そ
し
て
、
診
療
目
的
で
取
得
さ
れ
た
看
護
師
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
情
報
を
医
師
か
ら
副
院
長
に
伝
達
す
る
こ
と
は
個
人
情
報
の
目
的
外
利
用

に
当
た
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
本
人
の
同
意
を
得
ず
、
院
内
感
染
防
止
目
的
の
労
務
管
理
目
的
で
、
看
護
師
長
、
看
護
部
長
及
び
事
務
長
に

伝
達
し
た
こ
と
は
個
人
情
報
の
目
的
外
利
用
に
当
た
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
不
法
行
為
に
当
た
る
と
す
る
（
社
会
医
療
法
人
Ａ
会
事

件
・
福
岡
高
判
平
二
七
・
一
・
二
九
労
働
判
例
一
一
一
二
号
五
頁
、
同
・
福
岡
地
久
留
米
支
判
平
二
六
・
八
・
八
同
誌
同
号
一
一
頁
、
情

報
共
有
者
六
名
、
慰
謝
料
五
〇
万
円
）。

恋
愛
感
情
告
白
に
関
し
て
は
、
女
性
Ｙ
は
、
後
輩
女
性
従
業
員
Ｋ
か
ら
、
突
然
、
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
の
事
実
に
加
え
、
性
同
一
性
障
害
者

男
性
と
告
げ
ら
れ
、
恋
愛
感
情
吐
露
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
告
白
を
さ
れ
て
大
き
な
精
神
的
衝
撃
を
受
け
、
強
い
恐
怖
心
や
不
安
感
を
覚

え
て
、
退
職
し
て
Ｋ
と
接
触
を
断
と
う
と
思
い
詰
め
そ
の
旨
を
上
司
部
長
に
告
げ
た
も
の
で
、
そ
の
言
動
が
嫌
が
ら
せ
な
い
し
い
じ
め
と

評
価
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
Ｋ
に
対
す
る
不
法
行
為
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る（
Ｕ
社（
性
同
一
性
障
害
・
解
雇
等
）

事
件
・
広
島
高
判
平
二
三
・
六
・
二
三
労
働
判
例
一
一
四
八
号
七
三（
8
）頁）。

3

文
献

こ
れ
ま
で
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
当
事
者
や
関
係
者
に
よ
る
文
献
で
は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
し
て
、
身
体
や
性
器
の
状
況
を
尋
ね
る
こ
と
、
胸
を
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揉
ま
れ
る
こ
と
な
ど
の
性
的
性
質
を
有
す
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
、「
結
婚
し
な
い
の
？
」「
レ
ス
ビ
ア
ン
？
」
な
ど
と
尋

ね
ら
れ
る
こ
と
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
性
別
に
関
す
る
う
わ
さ
話
を
聴
く
こ
と
、
ト
イ
レ
・
更
衣
室
で
じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
る
こ
と
、

性
的
指
向
を
隠
す
人
が
飲
み
会
等
に
お
け
る
ホ
モ
ネ
タ
や
ホ
モ
い
じ
り
を
聴
く
こ
と
、
オ
カ
マ
等
の
侮
辱
的
言
葉
を
聴
く
こ
と
な
ど
の
固

定
的
な
性
差
概
念
や
性
的
指
向
・
性
自
認
に
基
づ
く
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
類
別
さ
れ
て
い
な（
9
）い。
法
律
実

務
書（
10
）や、「
令
和
元
年
度

厚
生
労
働
省
委
託
事
業

職
場
に
お
け
る
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
事
業
報
告
書
」（
令
和
二
年
三
月
）
に
お
い

て
も
同
様
で
あ
る
。三

イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
会
議
二
〇
一
九
年
調
査
報
告
書

1

Ｔ
Ｕ
Ｃ
調
査
報
告
書

Ｔ
Ｕ
Ｃ
は
、
女
性
書
記
長
フ
ラ
ン
セ
ス
・
オ
グ
レ
デ
ィ
の
下
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
取
り
組
み
、
二
〇
一
六
年
に

組
合
員
対
象
に
調
査
を
行
い
、
報
告
書
「
Ｔ
Ｕ
Ｃ
、
ま
だ
、
ほ
ん
の
冗
談
？
〜
二
〇
一
六
年
職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ

ン（
11
）ト」
を
出
し
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
告
発
す
る#M

eToo

運

動
が
活
発
化
し
、
そ
の
影
響
は
イ
ギ
リ
ス
に
も
及
ん
だ
が
、
Ｔ
Ｕ
Ｃ
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
々
の
声

が
十
分
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
か
ら
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
成
人
労
働
者
一
〇
〇
一
人
を
対
象
に
直
近

五
年
間
の
経
験
を
問
う
イ
ギ
リ
ス
初
の
調
査
を
行
い
、
上
記
調
査
報
告
書
を
出
し
た
。
こ
の
報
告
書
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
平
等
を
推
進
す
る

独
立
委
員
会
で
あ
る
平
等
人
権
委
員
会
（E

quality
and

H
um
an
R
ights

C
om
m
ission=

E
H
R
C

）
の
職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
も
引
用
さ
れ
て
い（
12
）る。



321 職場におけるＬＧＢＴに関するセクシュアル・ハラスメント類型

調
査
は
、
差
別
禁
止
法
で
あ
る
二
〇
一
〇
年
平
等
法
二
六
条
二
項
に
基
づ
く
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義
、
す
な
わ
ち「
人

の
尊
厳
を
侵
害
す
る
目
的
若
し
く
は
効
果
を
有
す
る
、
又
は
人
に
脅
迫
的
、
敵
対
的
、
下
劣
的
、
屈
辱
的
若
し
く
は
不
快
な
環
境
を
創
り

出
す
、
性
的
性
質
を
有
す
る
望
ま
れ
な
い
言
動
」
を
採
用
す
る
。
性
に
基
づ
く
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア
な
ど
に

よ
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義
は
、
同
条
一
項
及
び
五
項
に
よ
り
、
各
々
上
記
定
義
冒
頭
の「
人
の
尊
厳
」

以
下
は
同
じ
で
、「
性
的
性
質
」
以
下
が
、
性
（sex

）、
性
別
適
合
（gender

reassignm
ent

）、
性
的
指
向
（sexual

orientation

）
と
い

う
「
当
該
保
護
特
性
に
関
わ
る
望
ま
れ
な
い
言
動
」
と
さ
れ（
13
）る。

調
査
方
法
は
、
従
前
の
調
査
か
ら
得
ら
れ
た
様
々
な
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
類
型
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
被
調
査
者
に
そ

の
経
験
の
有
無
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
リ
ス
ト
に
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
労
働
者
の
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
例
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
調
査
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
の
経
験
の
有
無
を
問
う
。

①

望
ま
な
い
言
葉
に
よ
る
性
的
な
誘
い
（
反
対
の
性
の
人
と
セ
ッ
ク
ス
す
れ
ば
、
あ
な
た
は
ス
ト
レ
ー
ト
〔
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
で
な
い
人
〕

に
な
れ
る
と
い
う
誘
い
等
）。

②

望
ま
な
い
性
的
性
質
を
有
す
る
ジ
ョ
ー
ク
（
ゲ
イ
は
性
的
に
乱
れ
て
い
る
、
レ
ス
ビ
ア
ン
は
男
が
欲
し
い
と
い
う
ジ
ョ
ー
ク
等
）。

③

あ
な
た
の
性
生
活
に
関
す
る
質
問
・
コ
メ
ン
ト
（
ど
の
よ
う
に
セ
ッ
ク
ス
す
る
の
か
、
あ
な
た
の
役
割
に
関
す
る
質
問
等
）。

④

あ
な
た
の
性
的
指
向
に
関
す
る
性
的
性
質
を
有
す
る
コ
メ
ン
ト
。

⑤

あ
な
た
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
性
的
性
質
を
有
す
る
コ
メ
ン
ト
。

⑥

あ
な
た
の
前
で
同
僚
が
ス
ト
レ
ー
ト
同
僚
に
つ
い
て
し
た
性
的
性
質
を
有
す
る
コ
メ
ン
ト
を
聴
い
た
こ
と
。

⑦

あ
な
た
の
前
で
同
僚
が
、
レ
ス
ビ
ア
ン
、
ゲ
イ
、
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
同
僚
に
つ
い
て
し
た
性
的
性

質
を
有
す
る
コ
メ
ン
ト
を
聴
い
た
こ
と
。
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⑧

性
的
性
質
を
有
す
る
事
項
に
関
す
る
望
ま
な
い
メ
ー
ル
を
受
信
し
た
こ
と
。

⑨

同
僚
か
ら
性
的
性
質
を
有
す
る
事
項
に
関
す
る
望
ま
な
い
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
た
こ
と
。

⑩

職
場
で
ポ
ル
ノ
写
真
や
絵
を
展
示
さ
れ
た
こ
と
。

⑪

望
ま
な
い
接
触
（
尻
や
ひ
ざ
に
手
を
置
く
こ
と
等
）。

⑫

性
的
暴
行
（sexual

assault：

胸
、
尻
、
性
器
へ
の
接
触
、
キ
ス
）。

⑬

重
大
な
性
的
暴
行
や
レ
イ
プ
。

こ
の
う
ち
、
①
⑩
⑫
⑬
に
当
た
る
行
為
は
、
わ
が
国
で
も
み
ら
れ（
14
）る。

こ
の
よ
う
な
質
問
が
な
さ
れ
た
の
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
性
行
為
の
み
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
（the

sexualisation
of
L
G
B
T
identitie

（
15
）

s
）
と
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
間
に
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
も
あ
る
。

2

調
査
結
果

報
告
書
に
よ
れ
ば
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
労
働
者
の
六
八
％
が
職
場
で
な
ん
ら
か
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
て
お
り
、
同
女
性

の
一
二
％
が
職
場
で
重
大
な
性
的
暴
行
や
レ
イ
プ
を
受
け
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
上
記
二
〇
一
六
年
Ｔ
Ｕ
Ｃ
調
査
に
よ
れ
ば
、
調
査
対
象
女
性
の
五
二
％
が
、
な
ん
ら
か
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
を
経
験
し
て
い（
16
）る。
ま
た
、
従
来
か
ら
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
労
働
者
が
職
場
い
じ
め
（w

orkplace
bullying

）
を
受
け
る
率
も
比
較
的
高
い
と

さ
れ
て
い（
17
）る。

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
労
働
者
の
四
七
％
が
、
⑦
同
僚
が
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
同
僚
に
つ
い
て
し
た
性
的
性
質
を
有
す
る
コ
メ
ン
ト
を
聴
き
、
四
四
％
が
、

⑥
同
僚
が
ス
ト
レ
ー
ト
同
僚
に
つ
い
て
し
た
性
的
性
質
を
有
す
る
コ
メ
ン
ト
を
聴
い
て
い
る
。

同
労
働
者
の
四
三
％
が
、
④
そ
の
性
的
指
向
に
関
す
る
性
的
性
質
を
有
す
る
コ
メ
ン
ト
を
聴
き
、
三
〇
％
が
、
⑤
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
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ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
性
的
性
質
を
有
す
る
コ
メ
ン
ト
を
聴
い
て
い
る
。

同
労
働
者
の
四
七
％
が
、
②
望
ま
な
い
性
的
性
質
を
有
す
る
ジ
ョ
ー
ク
を
聴
い
て
い
る
が
、
同
女
性
は
、
五
三
％
で
、
同
男
性
の
四
四

％
よ
り
も
割
合
が
高
い
。

他
の
調（
18
）査で
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
労
働
者
が
最
も
経
験
す
る
否
定
的
言
動
（negative

behaviour

）
の
う
ち
、
職
場
で
性
的
性
質
を
有
す
る

ジ
ョ
ー
ク
や
コ
メ
ン
ト
に
直
面
す
る
こ
と
（
直
近
六
か
月
間
で
二
・
七
八
％
）
は
、
他
の
労
働
者
が
身
体
接
触
を
避
け
る
こ
と
（
二
・
九

一
％
）、
身
体
接
触
、
身
体
を
つ
か
む
こ
と
、
な
で
ま
わ
す
こ
と
（
二
・
八
一
％
）
に
次
ぐ
も
の
で
あ
る
。

報
告
書
で
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
労
働
者
の
四
二
％
が
、
③
そ
の
性
生
活
に
関
す
る
質
問
・
コ
メ
ン
ト
を
受
け
て
い
る
が
、
同
女
性
は
四
七
％

で
、
四
〇
％
の
同
男
性
よ
り
割
合
が
高
い
。

同
労
働
者
の
二
七
％
が
、
①
望
ま
な
い
言
葉
に
よ
る
性
的
な
誘
い
を
受
け
て
い
る
が
、
同
女
性
は
三
二
％
で
、
二
五
％
の
同
男
性
よ
り

割
合
が
高
い
。

同
労
働
者
の
一
七
％
が
、
⑧
性
的
性
質
を
有
す
る
事
項
に
関
す
る
望
ま
な
い
メ
ー
ル
を
受
信
し
て
お
り
、
一
六
％
が
、
⑩
ポ
ル
ノ
写
真

や
絵
を
展
示
さ
れ
て
お
り
、
一
五
％
が
、
⑨
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
上
で
性
的
性
質
を
有
す
る
事
項
に
関
す
る
望
ま
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

受
け
て
い
る
。
同
女
性
は
、
二
一
％
が
⑨
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
て
い
る
が
、
一
三
％
の
同
男
性
よ
り
も
割
合
が
高
い
。

全
体
的
に
み
れ
ば
、
同
女
性
が
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
る
割
合
は
、
同
男
性
よ
り
も
高
い
。
同
女
性
の
三
五
％
が
、

⑪
望
ま
な
い
接
触
（
尻
や
ひ
ざ
に
手
を
置
く
こ
と
等
）
を
受
け
て
お
り
、
一
六
％
の
同
男
性
よ
り
割
合
が
高
い
。
同
女
性
の
二
一
％
が
、

⑫
性
的
暴
行（
胸
、
尻
、
性
器
へ
の
接
触
、
キ
ス
）を
受
け
て
お
り
、
一
二
％
の
同
男
性
よ
り
割
合
が
高
い
。
同
女
性
の
一
二
％
が
、
⑬
重
大

な
性
的
暴
行
や
レ
イ
プ
を
受
け
て
お
り
、
七
％
の
同
男
性
よ
り
割
合
が
高
い
。

上
記
他
の
調
査
で
も
、
身
体
接
触
、
身
体
を
つ
か
む
こ
と
、
な
で
ま
わ
す
こ
と
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
労
働
者
が
最
も
経
験
す
る
否
定
的
言
動
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の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

報
告
書
で
は
、
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
男
性
と
女
性
は
、
職
場
で
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
性
的
暴
行
を
受
け
た
割
合
が
ほ
と

ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
同
男
性
の
二
〇
％
及
び
同
女
性
の
二
二
％
が
⑫
性
的
暴
行
を
受
け
、
同
男
性
の
一
一
％
及
び
同
女
性
の
一
〇
％
が
⑬

重
大
な
性
的
暴
行
や
レ
イ
プ
を
受
け
て
い
る
。

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
女
性
の
三
二
％
が
、
職
場
で
⑫
性
的
暴
行
を
受
け
て
お
り
、
二
二
％
が
⑬
重
大
な
性
的
暴
行
や
レ
イ
プ
を
受
け

て
い
る
。
同
男
性
に
つ
い
て
は
、
信
頼
で
き
る
回
答
が
な
い
。

3

人
種
、
障
害
と
の
関
連

同
女
性
でB

M
E

（black
and
m
inority

ethnic：

黒
人
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
民
族
）
の
五
四
％
が
、
職
場
で
⑪
望
ま
な
い
接
触
を
受
け
、

三
一
％
の
同
白
人
女
性
よ
り
割
合
が
高
い
。
同
女
性
の
四
五
％
が
、
⑫
性
的
暴
行
を
受
け
、
一
八
％
の
同
白
人
女
性
よ
り
割
合
が
高
い
。

同
女
性
の
二
七
％
が
、
⑬
重
大
な
性
的
暴
行
や
レ
イ
プ
を
受
け
、
九
％
の
同
白
人
女
性
よ
り
割
合
が
高
い
。

同
男
性
の
Ｂ
Ｍ
Ｅ
が
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
割
合
は
、
同
白
人
男
性
の
割
合
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。

障
害
を
有
す
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
が
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
割
合
は
、
健
常
者
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
よ
り
高
い
。
障
害
を
有
す
る

同
女
性
の
五
〇
％
が
、
職
場
で
⑪
望
ま
な
い
接
触
を
受
け
、
二
六
％
の
健
常
者
同
女
性
よ
り
割
合
が
高
い
。
同
女
性
の
三
八
％
が
、
⑫
性

的
暴
行
を
受
け
、
一
四
％
の
健
常
者
同
女
性
よ
り
割
合
が
高
い
。
同
女
性
の
二
四
％
が
、
⑬
重
大
な
性
的
暴
行
や
レ
イ
プ
を
受
け
、
四
％

の
健
常
者
同
女
性
よ
り
割
合
が
高
い
。

障
害
を
有
す
る
同
男
性
の
三
二
％
が
、
職
場
で
⑪
望
ま
な
い
接
触
を
受
け
、
一
一
％
の
健
常
者
同
男
性
よ
り
割
合
が
高
い
。
同
男
性
の

二
八
％
が
、
⑫
性
的
暴
行
を
受
け
、
六
％
の
健
常
者
同
男
性
よ
り
割
合
が
高
い
。
同
男
性
の
二
〇
％
が
、
⑬
重
大
な
性
的
暴
行
や
レ
イ
プ

を
受
け
、
三
％
の
健
常
者
同
男
性
よ
り
割
合
が
高
い
。
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4

加
害
者
・
場
所
・
報
告
・
影
響

こ
れ
ら
の
行
為
者
は
、
七
〇
％
が
同
僚
、
一
二
％
が
直
属
等
マ
ネ
ジ
ャ
ー
で
あ
る
。
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
労
働
者
の
二
〇
％
が
、
最
近
の
行
為
者

は
、
客
、
顧
客
、
患
者
、
供
給
者
、
契
約
者
な
ど
の
第
三
者
で
あ
る
と
回
答
す
る
。

行
為
を
受
け
た
場
所
は
、
六
三
％
が
職
場
施
設
で
、
一
一
％
が
ク
リ
ス
マ
ス
・
パ
ー
テ
ィ
ー
や
顧
客
パ
ー
テ
ィ
ー
な
ど
の
職
務
関
連
の

社
会
的
イ
ベ
ン
ト
の
場
所
で
あ
る
。

被
害
者
の
六
七
％
は
、
使
用
者
に
被
害
を
報
告
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
職
場
関
係
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
た

こ
と
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
た
こ
と
、
当
惑
、
そ
の
性
的
指
向
や
性
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
明
ら

か
に
な
る
と
考
え
た
こ
と
、
重
大
な
こ
と
と
考
え
て
も
ら
え
な
い
と
考
え
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

政
府
平
等
局
（G

overnm
ent
E
qualities

O
ffice

）
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
調（
19
）査で
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
性
暴
力
の
被
害
者

は
、
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
、
ど
こ
で
も
起
こ
る
こ
と
だ
、
重
大
な
こ
と
と
考
え
て
も
ら
え
な
い
と
考
え
た
こ
と
や
、
加
害
者
の
脅
迫
や

報
復
を
恐
れ
て
使
用
者
に
報
告
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
直
近
一
二
か
月
間
の
出
来
事
対
象
）。
同
調
査
で
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
が
職
場

で
最
も
よ
く
経
験
す
る
出
来
事
は
、
本
人
の
同
意
な
く
、
誰
か
が
本
人
が
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
で
あ
る
と
開
示
す
る
こ
と
（disclosing

）
で
あ
る

が
、
身
体
的
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
暴
力
が
最
も
報
告
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
（
四
九
％
）、
同
意
の
な
い
開
示
は
、
最
も
報
告
さ
れ
て

い
な
い
と
さ
れ
る
（
九
％
）。
こ
れ
に
つ
い
て
回
答
者
は
、
行
為
者
が
同
僚
で
あ
る
場
合
、
使
用
者
に
報
告
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
と

回
答
し
て
い
る
（
一
八
％
）。

報
告
書
で
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
労
働
組
合
員
は
、
三
二
％
が
使
用
者
に
被
害
を
報
告
し
た
が
、
組
合
員
で
な
い
者
は
、
二
二
％
し
か
被
害
報

告
し
て
い
な
い
。

政
府
平
等
局
調
査
で
は
、
被
害
者
は
、
労
働
組
合
（
六
五
％
）、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
組
織
（
七
二
％
）、
ダ
イ
バ
シ
テ
ィ
そ
の
他
の
ス
タ
ッ
フ
・
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ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
六
四
％
）
が
助
け
て
く
れ
た
と
回
答
し
て
い（
20
）る。

報
告
書
で
は
、
被
害
者
の
二
〇
％
は
仕
事
に
自
信
を
失
い
、
一
六
％
は
仕
事
を
や
め
、
一
六
％
は
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が

ス
ト
レ
ス
、
不
安
、
う
つ
な
ど
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
し
、
四
％
は
そ
れ
が
身
体
的
健
康
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た

と
す
る
。

Ｔ
Ｕ
Ｃ
報
告
書
は
、
以
上
の
よ
う
な
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
、
政
府
、
使
用
者
及
び
労
働
組
合
に
、
調
査
等
の
取
り
組
み
を
求
め
て
い

る
。

5

ア
メ
リ
カ
の
調
査
等

ア
メ
リ
カ
の
あ
る
レ
ス
ビ
ア
ン
調（
21
）査で
は
、
一
年
間
に
三
三
％
が
職
場
で
性
的
な
誘
い
を
受
け
、
三
四
％
が
身
体
を
つ
ね
ら
れ
、
つ
か

ま
れ
、
五
四
％
が
デ
ー
ト
に
誘
わ
れ
、
六
七
％
が
身
体
や
外
観
に
冗
談
を
言
わ
れ
て
い
る
。
レ
ス
ビ
ア
ン
で
あ
る
こ
と
を
公
表
し
て
い
る

人
の
一
二
％
し
か
身
体
を
つ
ね
ら
れ
、
つ
か
ま
れ
て
い
な
い
の
に
、
そ
う
で
な
い
人
は
三
二
％
が
そ
う
さ
れ
て
お
り
、
性
的
な
誘
い
も
、

そ
れ
ぞ
れ
一
三
％
と
二
六
％
の
違
い
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
数
値
は
、
い
わ
ゆ
る
ス
ト
レ
ー
ト
の
女
性
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
が
、
レ
ス
ビ
ア

ン
の
ほ
う
が
、
こ
れ
ら
の
性
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
不
快
で
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
る
と
感
じ
る
割
合
が
高
い
と
さ
れ
て
い

る
。ま

た
、
同
性
間
環
境
型
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
一
九
六
四
年
公
民
権
法
第
七
編
の
性
差
別
に
当
た
る
と
し
た
一
九
九
八
年

オ
ン
ク
ル
事
件
連
邦
最
高
裁
判（
22
）決に
は
、
フ
ァ
ッ
ク
し
て
や
る
等
の
不
快
な
性
的
言
動
、
性
的
暴
行
、
レ
イ
プ
未
遂
が
み
ら
れ
る
。
同
事

件
の
被
害
者
と
加
害
者
上
司
・
同
僚
と
も
ゲ
イ
で
は
な
い（
23
）が、
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
ゲ
イ
が
当
事
者
で
あ
る
場
合
に
も
起
こ
り
得
る
も
の

で
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
は
、
二
〇
二
〇
年
六
月
一
五
日
、
ボ
ス
ト
ッ
ク
対
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
ク
レ
イ
ト
ン
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
事
件
等
三（
24
）件に
つ
い
て
、
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ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
や
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
解
雇
は
公
民
権
法
第
七
編
の
禁
止
す
る
性
差
別
に
当
た
る
と

の
判
決
を
下
し
た
。
判
決
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
な
ど
一
四
州
が
性
的
指
向
に
基
づ
く
差
別
を
禁
止
す
る
州
法
を

有
す
る（
25
）が、
性
的
指
向
等
を
差
別
事
由
に
加
え
る
第
七
編
改
正
が
実
現
し
な
い
状
況
の
下
で
下
さ
れ
た
も
の
で
あ（
26
）る。
判
決
は
、
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
に
つ
い
て
判
断
す
る
も
の
で
は
な
く
、
オ
ン
ク
ル
事
件
判
決
は
あ
る
が
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

四

む
す
び

わ
が
国
で
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
調
査
研
究
は
乏
し
い
。
こ
の
問
題
を
解

明
し
、
法
的
議
論
を
進
め
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
ま
と
ま
り
が
な（
27
）く、
自
己
を
隠
し
て
ふ
る
ま
い
心
理
的
葛
藤
を
抱
え
る
こ
と

が
多
い
な
ど
調
査
を
困
難
に
す
る
状
況
が
あ
る（
28
）が、
判
例
に
現
れ
た
類
型
や
イ
ギ
リ
ス
の
類
型
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
具
体
的
な
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
類
型
を
明
ら
か
に
す
る
調
査
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
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【
注
】

（
1
）T

U
C
,
Sexual

harassm
ent
of
L
G
B
T
people

in
the
w
orkplace

–
A
T
U
C
report,

T
U
C
,
2019.

（
2
）
事
業
主
が
職
場
に
お
け
る
性
的
な
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
し
て
雇
用
管
理
上
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
の
指
針
、
平
成
一
八
年
一
〇
月
一
一

日
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
一
五
号
、
最
終
改
正：

令
和
二
年
一
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
号
。

（
3
）
最
終
改
正：

平
成
三
一
年
四
月
一
日
職
職
七
二
。

（
4
）
令
和
二
年
一
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
号
。

（
5
）
本
件
の
判
例
評
釈
と
し
て
、
嘉
門
優
「
性
同
一
性
障
害
と
診
断
を
受
け
た
者
の
胸
部
を
触
っ
た
行
為
に
対
し
て
迷
惑
防
止
条
例
違
反
の
罪
が
成
立

す
る
と
さ
れ
た
事
例
」
新
・
判
例
解
説W

atch

二
四
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
六
一
頁
以
下
が
あ
る
。

（
6
）
令
和
元
年
の
強
制
性
交
等
罪
の
認
知
件
数
一
四
〇
五
件
の
う
ち
被
害
者
男
性
五
〇
件
（
三
・
六
％
）、
女
性
一
三
五
五
件
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪

四
九
〇
〇
件
の
う
ち
男
性
一
三
九
件（
三
％
）、
女
性
四
七
六
一
件
で
あ
る（
令
和
二
年
版
・
犯
罪
白
書
、
法
務
総
合
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
、
二
四
一

頁
）。

（
7
）
中
井
智
子
「
性
同
一
性
障
害
の
労
働
者
へ
の
身
だ
し
な
み
規
定
の
適
用
」
労
働
経
済
判
例
速
報
二
四
三
一
号
（
二
〇
二
一
年
）
八
頁
は
、
性
同
一

性
障
害
に
対
す
る
理
解
を
欠
い
た
不
寛
容
な
対
応
に
は
も
は
や
正
当
性
は
な
い
と
す
る
。

（
8
）
法
科
大
学
院
生
が
ゲ
イ
で
あ
る
と
の
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
に
関
連
し
、
大
学
の
対
応
が
就
学
契
約
上
の
安
全
配
慮
義
務
に
違
反
す
る
と
の
原
告
主
張
に

理
由
が
な
い
と
し
た
も
の
が
あ
る
が
（
損
害
賠
償
請
求
事
件
・
東
京
地
判
平
三
一
・
二
・
二
七L

E
X
/D
B
25559454

）、
こ
の
事
件
の
焦
眉
の
問
題
で

も
あ
る
恋
愛
感
情
告
白
に
関
わ
る
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿「〔
書
評
〕
神
谷
悠
一
・
松
岡
宗
嗣
著
『
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
』（
集

英
社
新
書
）」
労
働
法
律
旬
報
二
〇
二
一
年
二
月
上
旬
号
四
六
頁
以
下
参
照
。

（
9
）
大
阪
弁
護
士
会
人
権
擁
護
委
員
会
性
的
指
向
と
性
自
認
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
『
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
法
律
問
題
Ｑ
＆
Ａ
』（
Ｌ
Ａ
Ｂ
Ｏ
、

二
〇
一
六
年
）
八
六
頁
以
下
、
東
優
子
、
虹
色
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
ー
、R

eB
it

『
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
職
場
環
境
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
日
本
能
率

協
会
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
八
年
）
六
二
頁
、
神
谷
悠
一
「
性
的
指
向
・
性
自
認
（
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
）
に
関
す
る
職
場
の
課
題
と
先
進
的
取

り
組
み
」
月
刊
労
委
労
協
二
〇
一
九
年
五
月
号
二
三
頁
以
下
。

（
10
）
帯
刀
康
一
編
著
『
知
ら
な
い
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
！

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
実
務
対
応
Ｑ
＆
Ａ
』（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
九
年
）
七
四
頁
以
下
。

（
11
）

T
U
C
,
Still,

Just
a
B
it
of
B
anter?

-
Sexual

harassm
ent
in
the
w
orkplace

in
2016,

T
U
C
,
2016.

拙
稿
「
イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
会
議
と

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
」
平
成
法
政
研
究
二
三
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
頁
以
下
。

（
12
）

E
quality

and
H
um
an
R
ights

C
om
m
ission,

Sexual
harassm

ent
and
harassm

ent
at
w
ork
–
Technical

guidance,
E
quality

and
H
um
an



329 職場におけるＬＧＢＴに関するセクシュアル・ハラスメント類型
R
ights

C
om
m
ission,

2020,
pp.
7
et
s.

（
13
）
二
六
条
条
文
は
、
前
掲
平
成
法
政
研
究
拙
稿
四
頁
参
照
。
二
六
条
の
性
的
指
向
に
基
づ
く
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
規
制
は
、
雇
用
分
野
に
の
み
適
用
さ
れ
、

サ
ー
ビ
ス
と
公
務
、
不
動
産
の
処
分
と
管
理
、
団
体
の
分
野
に
は
、
適
用
さ
れ
な
い
（
佐
々
木
貴
弘
「
日
本
に
お
け
る
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
差
別
と

立
法
政
策：

イ
ギ
リ
ス
差
別
禁
止
法
か
ら
の
示
唆
（
三
・
完
）」国
際
公
共
政
策
研
究
一
八
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
一
一
頁
）。
刑
事
規
制
を
含

め
た
同
性
愛
者
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
の
法
的
状
況
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
聡
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
性
的
指
向
を
理
由
と
す
る
差
別
に
対
す
る
法
的

枠
組
み
」
比
較
法
雑
誌
三
八
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
五
一
頁
以
下
、
村
上
玲
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
性
的
指
向
に
基
づ
く
憎
悪
扇
動
罪
の
創
設
」

淑
徳
大
学
社
会
福
祉
研
究
所
総
合
福
祉
研
究
二
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
九
七
頁
以
下
参
照
。

（
14
）
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
法
連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
性
的
指
向
お
よ
び
性
自
認
を
理
由
と
す
る
わ
た
し
た
ち
が
社
会
で
直
面
す
る
困
難
の
リ
ス
ト
（
第
三
版
）」

（2019
．3
．4

）通
番120

，124
，125

．

（
15
）
ゲ
イ
と
レ
ス
ビ
ア
ン
の
性
行
為
に
関
す
る
一
般
人
の
関
心
に
つ
い
て
は
、
エ
リ
ッ
ク
・
マ
ー
カ
ス
『
Ｑ
＆
Ａ
同
性
愛
を
知
る
た
め
の
基
礎
知
識
』

（
明
石
書
店
、
一
九
九
七
年
）
二
〇
一
頁
以
下
が
詳
し
い
。

（
16
）
前
掲
平
成
法
政
研
究
拙
稿
七
頁
以
下
参
照
。

（
17
）
ヘ
ル
ゲ
・
ホ
ー
エ
ル
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
職
場
の
い
じ
め
」B

usiness
L
abor

T
rend,

2013.6,
p.3.

（
18
）

H
elge

H
oel,

D
uncan

L
ew
is
and
A
nna

E
inarsdóttir,

T
he
ups
and

dow
ns
of
L
G
B
’s
w
orkplace

experiences,
M
anchester

B
usiness

School,
2014,

p.14.

（
19
）

G
overnm

ent
E
qualities

O
ffice,

N
ational

L
G
B
T
Survey:

R
esearch

R
eport,

G
overnm

ent
E
qualities

O
ffice,

2018,
pp.
150,

155
et

157.

（
20
）

G
overnm

ent
E
qualities

O
ffice,

op.
cit.,
p.
159.

（
21
）

Peter
M
.
N
ardi

and
B
eth
E
.
Schneider

ed.,
Social

Perspectives
in
L
esbian

and
G
ay
Studies,

R
outledge,

1998,
p.385.

（
22
）

O
ncale

v.
Sundow

ner
O
ffshore

Services,
Inc.,

523
U
.S.
75,
118
S,C
t.
998,

140
L
.E
d.2
d
201
(1998).

（
23
）

C
hristopher

N
.
K
endall:

G
ay
M
ale
L
iberation

Post
O
ncale

Since
W
hen

Is
Sexualized

V
iolence

O
ur
Path

to
L
iberation?,

C
atharine

A
.
M
acK
innon

&
R
eva
B
.
Siegel

ed.,
D
irections

in
Sexual

H
arassm

ent
L
aw
,
Y
ale
U
niversity

Press,
2004,

pp.
223

et

238.

（
24
）

G
erald

Lynn
B
ostock,

petitioner
v.
C
layton

C
ounty,

G
eorgia,

A
ltitude

E
xpress,

Inc.,
et
al.
petitioners,

v.
M
elissa

Z
arda

and

W
illiam

A
llen

M
oore,

Jr.,
R
.
G
.
&
G
.
R
.
H
arris

Funeral
H
om
es,
Inc.,

petitioner
v.
E
qual

E
m
ploym

ent
O
pportunity

C
om
ission,

et
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590
U
.S._(2020).

（
25
）

N
an
D
.
H
unter,

C
ourtney

G
.
Joslin

and
Sharon

M
.
M
cG
ow
an,
T
he
R
ights

of
L
esbians,

G
ay
M
en,
B
isexuals,

and
T
ransgender

People,
4
edition,

Southern
Illinois

U
niversity

Press,
2004,

p.
74.;

Jennifer
A
nn
D
robac,

Sexual
H
arassm

ent
L
aw
,
C
arolina

A
cadem

ic
Press,

2005,
p.228.;

Jennifer
A
nn
D
robac,

C
arrie

N
.
B
aker

and
R
igel

C
.
O
liveri,

Sexual
H
arassm

ent
L
aw
,
2
edition,

C
arolina

A
cadem

ic
Press,

2020,
p.
142.

（
26
）
富
永
晃
一
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
少
数
者
の
現
在
」
季
刊
労
働
法
二
五
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
四
二
頁
、
中
窪
裕
也
「
タ
イ
ト
ル
・
セ
ブ
ン

に
お
け
る
『
性
』
差
別
の
禁
止
と
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
五
一
号
（
二
〇
二
〇
年
）
九
一
頁
、
ジ
リ
ア
ン
・
ト
ー
マ
ス
（
中
窪
裕
也
訳
）『
雇

用
差
別
と
闘
う
ア
メ
リ
カ
の
女
性
た
ち
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
〇
年
）
三
四
八
頁
。

（
27
）
遠
藤
ま
め
た
「
経
済
主
導
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
運
動
に
抵
抗
す
る
」
Ｐ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
四
五
号
（
二
〇
二
〇
年
）
八
九
頁
。

（
28
）
石
丸
径
一
郎
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ：

人
は
い
か
に
し
て
自
ら
に
付
与
さ
れ
た
差
異
を
取
り
扱
う
か
」
東
京
大
学

大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
四
一
巻
（
二
〇
〇
二
年
）
二
八
九
頁
、
高
藤
真
作
・
岡
本
裕
子
「
同
性
愛
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
発
達
に
関
す
る
研

究
の
動
向
と
展
望
」
広
島
大
学
心
理
学
研
究
一
七
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
九
頁
。


